
 第 1 号 令和 2 年度事業報告 

 

1. 事務室 

（１） コロナ禍により、本年度の法学部同窓会による寄附講座「キャリアデザインと法学」を中止

しました。 

（２） 同窓会名簿の充実を図りました。 

 

2. 渉外部 

（１） コロナ禍により本年度の地方同窓会および支部同窓会は中止しました。 

（２） 令和 2 年度定期総会を、令和 2 年 10 月 3 日（土）に名古屋東急ホテルで開催しました。 

 

3. 文化部 

（１） 奨学生の決定 

次の 5 名を令和 2 年度奨学生に決定し、奨学金を給付しました。 

法律学科    4 年     清水 公陽  

法律学科    3 年     染川 輝 

法律学科    3 年     小池 穂乃花 

現代社会法学科 3 年     小川 穂乃香 

現代社会法学科 3 年     竹内 亜望利 

 

  （２） 法学部ゲストスピーカー制度への助成を行いました。 

  （３） 法学部宅建講座への助成を行いました。 

 

4. 広報部 

（１）「同窓会会報」78 号(令和 2 年 5 月 10 日)を発行しました。 

（２）卒業生向けの同窓会案内パンフレットを発行しました。 

 

5. 連絡協議会 

（１）コロナ禍により母校と他学部同窓会で懇談会は中止しました。 

 

6. 法学部同窓会会員現況 

正会員  30,627 名（法学部卒業生・大学院法学研究科および法務研究科修了生） 

準会員   1,258 名（法学部および大学院法学研究科在学生） 

  



 

愛知学院大学法学部同窓会

令和 3年 3月31日現在　（単位：円）

 科　　　目 　　  摘　　　　　　　　要 金　　　　額 合　　　　計

Ⅰ資産の部

現　　金 0

（現　　　　　金） 0

当座預金 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 今 池 支 店 0

普通預金 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 今 池 支 店 4,306,917

中 京 銀 行 浄 心 支 店 44,800

定期預金 中 京 銀 行 浄 心 支 店 10,000,000

保護預り 東 海 東 京 証 券 名 古 屋 支 店 285,500

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 名 古 屋 支 店 452,075

大 和 証 券 名 古 屋 支 店 130,918

（預　　　　　金） 15,220,210

　　　　　　【流動資産計】  15,220,210

有価証券 堺 市 公 募 公 債 東 海 東 京 証 券 35,000,000

な ご や か 市 民 債 東 海 東 京 証 券 15,000,000

大 阪 府 公 募 公 債 ＳＭＢＣ 日興証券 60,000,000

な ご や か 市 民 債 大 和 証 券 20,000,000

保険積立 損保ジャパン日本興亜 積 立 傷 害 保 険 9,000,000

（投　　　　　資） 139,000,000

　　　　　　【固定資産計】 139,000,000

【　資　産　合　計　】 154,220,210

Ⅱ負債の部 　 　

0  

【　負　債　合　計　】 0

Ⅲ純資産の部

基　　金 基 金 積 立 金 100,000,000  

（基　　　　　金） 100,000,000  

繰 越 金 次 期 繰 越 金 54,220,210

（繰　　越　　金） 54,220,210

　　　　　　【純資産計】 154,220,210

【純　資　産　合　計】 154,220,210

【　負債及び純資産合計　】 154,220,210

　　　　　　財　　産　　目　　録

第2号　令和２年度　会計報告



愛知学院大学法学部同窓会
　　　自　令和　２年　４月　１日

　　　至　令和　３年　３月３１日

　　　（単位：円）

　 科　　　　　　　目 令和 ２年度予算 令和 ２年度決算 　増　　　　減

Ⅰ収入の部

前 年 度 繰 越 金 57,851,255 57,851,255 0

同 窓 会 入 会 金 ・ 会 費 12,180,000 12,140,000 -40,000

大 学 院 会 費 150,000 150,000 0

受 取 利 息 100,000 77,269 -22,731

雑 収 入 700,000 0 -700,000

合 計 70,981,255 70,218,524 -762,731

Ⅱ支出の部

連 絡 協 議 会 費 300,000 10,000 -290,000

総 会 費 2,800,000 568,103 -2,231,897

会 議 費 800,000 444,613 -355,387

奨 学 金 1,200,000 1,200,000 0

助 成 金 2,000,000 873,200 -1,126,800

印 刷 費 2,300,000 2,089,741 -210,259

通 信 費 1,600,000 1,563,917 -36,083

人 件 費 5,000,000 3,664,083 -1,335,917

旅 費 交 通 費 1,600,000 778,641 -821,359

消 耗 品 費 500,000 144,906 -355,094

慶 弔 費 200,000 18,250 -181,750

備 品 費 300,000 10,670 -289,330

在 学 生 育 英 費 600,000 428,334 -171,666

名 簿 管 理 費 1,200,000 1,189,281 -10,719

雑 費 100,000 14,575 -85,425

予 備 費 2,500,000 0 -2,500,000

在 学 生 緊 急 支 援 金 3,000,000 3,000,000 0

合 計 26,000,000 15,998,314 -10,001,686

次 年 度 繰 越 金 44,981,255 54,220,210 9,238,955

収　支　計　算　書



監 査 報 告 書 

 

 

 令和 2 年 4 月 1 日より令和 3 年 3 月 31 日に至る期間の愛知学院大学法学部同窓会歳入歳

出決算書を監査の結果、この会計報告は、財源及び使途の妥当性と財産の実在性を適正に表

示しており、かつ会計帳簿は、証拠書類に基づき正確に記録されているものと認証した。 

 

令和 3 年 4 月 30 日 

 

 

 

愛知学院大学法学部同窓会 

常任監事  浅 井 鋭 明 ㊞ 

監  事  古 澤 直 道 ㊞ 

監  事  鈴 木 厚 司 ㊞ 

監  事  西 尾 克 彦 ㊞ 

  



 

 

  

第 3 号 令和 3 年度事業計画（案） 

 

 

昨年以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止に終始してはいるものの、現状で

は全国民へのコロナワクチンの投与も大幅に遅れています。 

社会では緊急事態宣言・まん延防止等重点措置等による休業要請や自粛要請に

より経済的に大きな影響が出ています。 

そんな中、大学では学生の強い要望に応え三密を十分配慮し、抽選により受講者

数を絞り込んでの対面授業を中心にオンライン授業も取り入れて開講していま

す。 

 

このような情勢の中、母校とともに歩む法学部同窓会は、文化と福祉の発展に 

貢献すべく積極的な活動が重要と考え、次に掲げる諸事業を行ってまいります。 

 

 

１．母校及び他同窓会との連携を図る事業 

  ・連絡協議会活動 

  ・他同窓会活動への参加 

２．同窓会相互の親睦を図る事業 

  ・年 1回の会報発行 

  ・同窓会ホームページの拡充 

  ・地方同窓会及び支部活動への支援 

  ・同窓会相互の親睦支援（OB・OG会合助成、スポーツ活動奨励金助成） 

  ・在学生への援助・支援（奨学金給付、OB 講座、宅建講座助成、 

ゲストスピーカー制度） 

３．その他 

  ・同窓生への災害時のお見舞い 

  ・官産学連携講座の開設折衝協力                 



 

愛知学院大学法学部同窓会

（単価：円）

科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

前 年 度 繰 越 54,220,210 連 絡 協 議 会 費 300,000

学 部 入会 金・ 会費 12,175,000 総 会 費 2,800,000

(注) 会 議 費 800,000

大 学 院 会 費 200,000 奨 学 金 1,200,000

受 取 利 息 100,000 助 成 金 1,800,000

雑 収 入 200,000 印 刷 費 2,400,000

通 信 費 1,800,000

人 件 費 5,000,000

旅 費 交 通 費 1,400,000

消 耗 品 費 300,000

慶 弔 費 200,000

備 品 費 300,000

在 学 生 育 英 費 600,000

名 簿 管 理 費 1,500,000

雑 費 100,000

予 備 費 500,000

周 年 記 念 事 業 費 10,000,000

小 計 31,000,000

次 年 度 繰 越 金 35,895,210

合 計 66,895,210 合 計 66,895,210

(注)学部入会金・会費は1本で計上する。（大学からの要請により）

第4号　令和３年度予算(案)

収    入    の    部 支    出    の    部



 

 

第 5 号 役員改選 

 
［役員の種類と員数］ 

 

第 10条 本会は、次の役員を置く。 

 

１  会   長        1  名 

２  副 会 長        若 干 名 

３  常 任 理 事        若 干 名 

４  理 事        若 干 名 

５  常 任 監 事        1  名 

６  監 事        若 干 名 

 

 

 

［理事・監事の選任と任期］ 

 

第 11条 理事・監事は、正会員の中から総会において選出し、任期は 2年とする。 

 

 

［会長・副会長・常任理事の選任と任期］ 

 

第 12条 会長･副会長および常任理事は、理事の中から互選し、任期は理事在任期間と

する。 

 

 

［常任監事の選任と任期］ 

 

第 13条 常任監事は、監事の中から互選し、任期は監事在任期間とする。 

 


